
 
 

                     平成２８年３月３１日  
                   京都市行財政局財政部契約課  

                            
 

   最低制限価格等の算定基準の改正及び労働関係法令遵守状況報告書の様式等について 

 

 

１ 低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定基準の改正 

 国の低入札調査基準価格の算定基準が改正されたことを踏まえ，本市の低入札調査基準価格

及び最低制限価格におきましても同様の改正を行います。 

  

⑴ 改正時期 

平成２８年４月 1日以降に入札公告を行う契約案件から実施します。 

 

⑵ 改正内容 

   低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定基準を別添のとおりとします。 

 

 

２ 公契約基本条例に基づく労働関係法令遵守状況報告書の様式等について 

  平成２８年３月３１日に労働関係法令遵守報告書の様式及び手続の詳細について定めた京

都市公契約基本条例施行規則及び京都市公契約基本条例施行要綱を定めました。 

  本規則及び要綱については，京都市入札情報館のホームページにて公表しています。 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/html/rizai/chodo/info/info.htm 

  なお，本報告書の提出は，平成２８年６月１日以後に公告等を行った以下の公契約が対象と

なります。 

 

 〇 提出対象となる公契約 

 ⑴ 予定価格５千万円超の工事の請負契約 

   注 工事として発注した樹木維持管理，道路清掃等に関する業務委託を含みます。 

  ⑵ 予定価格１千万円超の役務（建物（建物に付属する設備を含む。）の保守若しくは管理，

河川，建物，公園その他の施設の清掃，樹木の維持管理若しくは除草又は警備業法第２条

第１項に規定する警備業務（同条第５項に規定する機械警備業務を除く。）に限る。）に係

る委託契約 

  ⑶ 京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条第１項に規定する協

定 
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※１ 上記算定基準で算定した合計額にランダム係数（１．００から１．０１までの範囲内で，

０．００１単位で無作為に抽出した数）を乗じて得た額（１，０００円未満の端数がある場

合はその端数を切り上げた額）に１００分の１０８を乗じて算出します。 

 ２ 建築設計については，変更ありません。 
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